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母子家庭等自立支援対策大綱 
 

平成１４年３月７日 
厚生労働省 

  
第一  基本的な考え方 
急速に離婚が増大する中で、母子家庭等ひとり親の下で監護、養育される子どもたちが増えている。 
子どもは、我が国の将来であり、その健全な育成は少子高齢化社会の中で大きな課題となっている。

特に母子家庭については、母親の就労等による収入をもって自立できること、そしてその上で子育て

ができることが子どもの成長にとって重要であり、また、子どもを地域や社会全体で育んでいくこと

が併せて必要となっている。  
一方、両親の子どもに対する養育の責務は両親にあり離婚により変わるものではない。離婚等によ

って子どもを監護しない親に対し、その責務を果たさせる必要がある。 
このような観点から、昭和２７年に戦争未亡人対策から始まり５０年の歴史を持つ我が国の母子寡

婦対策を根本的に見直し、新しい時代の要請に的確に対応できるよう、その再構築を目指す。 
特に、子どものしあわせを第一に考えて、ひとり親家庭に対する「きめ細かな福祉サービスの展

開」と母子家庭の母に対する「自立の支援」に主眼を置いた改革を実施する。その際、離婚後等の生

活の激変を緩和するために、母子家庭となった直後の支援を重点的に実施するとともに、就労による

自立、子を監護しない親からの養育費の支払いの確保を重視する。 
具体的には、福祉事務所を設置する自治体（都道府県・市等）において相談、情報提供体制を整備

しつつ、(1)子育てや生活支援策、(2)就労支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的、計画
的に展開する。 
児童扶養手当制度については、離婚後等の激変期に集中的に対応するものとして見直し、増大する

離婚の中でもその機能が維持できるよう配慮する。また中長期的には生活保護制度や他の所得保障制

度との関係やさらには養育費確保制度のあり方との関連で、児童扶養手当制度そのもののあり方を含

めて給付の内容に検討を加え、必要な改革の検討をすすめるものとする。  
 
第二  具体的施策 
I  安心して子育てできるサービスと生活の場の整備 
１ 必要な時に必ず利用できる保育所や放課後児童クラブ 
（１）保育所への優先入所の法定化（母子寡婦福祉法） 
 就労、求職活動、職業訓練を行うに際し、ひとり親家庭の児童の保育所への優先入所を図る。 
（２）放課後児童クラブの拡充 
 放課後児童クラブについてひとり親家庭の児童の優先的利用に配慮する。 
 
２ 母子生活支援施設や住宅など自立に向けた生活の場の整備 
（１）母子生活支援施設の新たな機能の創設等 

(1) 都市部等において小規模で設置できるサテライト型の母子生活支援施設を創設する。また、公設
民営方式による施設整備を推進する。 
(2) 保育基準に準拠した保育士を配置し、施設に保育機能を付与して、地域のひとり親家庭の児童の
受入れを図る。また、施設における放課後児童クラブの実施を推進する。 
(3) 入所している母子に対して相談・指導を行うことに加え、新たに地域で生活する母子に対して子
育て支援・相談等生活支援を実施する。 
(4) 職業安定法に基づく許可を受けた無料職業紹介事業の実施を推進する。 

（２）住宅対策の充実（国土交通省） 
(1) 公営住宅の優先入居を推進する。 
(2) 地方公共団体が民間の賃貸住宅、空き社宅等を借上げて公営住宅として管理し、低所得の母子家
庭向けに賃貸する「公営住宅の借上げ制度」の活用を推進する。 
(3) 賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民間の家賃保証サービスの活用を推進するととも
に、公的な家賃保証の仕組みについて検討する。 

 
３ 親の疾病等にきめ細かく対応できる子育て支援サービス 
（１）介護人派遣事業の拡充 
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 「介護人派遣事業」（現行では、昼間、居宅において介護等を実施）について、利用者のニーズに

柔軟かつきめ細かく対応できるよう、抜本的に拡充する。 
・サービス提供の場所として児童の居宅に加え、提供者の自宅等を活用する。 
・昼間、夜間などの多様な時間帯の利用を推進するとともに、出張等の場合に対応できる宿泊型事

業を創設する。 
・補助対象事業者を市町村に拡大するとともに、補助基準額の引上げ（介護保険の家事援助に準じ

て設定）と柔軟な利用料の設定を図る。 
・里親、児童委員、母子家庭の母等をサービス提供者として積極的に活用していくこととし、講習

会等を実施する。 
（２）ショートステイ・トワイライトステイ事業の充実（児童福祉法） 
 児童福祉施設等で実施しているひとり親家庭の子どものショートステイ（短期入所）やトワイライ

トステイ（夜間）事業を法定化するとともに事業を拡充する。併せて低所得世帯のひとり親家庭の利

用料徴収免除制度を創設する。 
 
４ ひとり親家庭の相互扶助活動の支援 

(1) ひとり親家庭が定期的に集い、互いに情報交換・交流・相談などができる活動を支援する。 
(2) 離婚等による児童の葛藤の緩和や地域での孤立化を防ぐため、子どもの立場に立てる大学生等心
の支えとなる者を派遣する事業を大幅に拡充する。 

 
II 母子家庭等の経済的自立のための就労支援 
１ より良い就業に向けた能力の開発 
（１）能力開発に資する就業支援講習会の新たな展開（母子寡婦福祉法） 
 都道府県（母子寡婦団体等が委託を受けて実施する場合を含む）が実施している就業支援講習会を

大幅に拡充する。このために、 
・就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施する。 
・講習会受講者等に対する職業カウンセリングを実施するため、新たに就労支援員（仮称）を配置

し、就労相談を実施する。 
・求職活動のノウハウや自己アピールの方法について講習を実施する。 
・就業支援講習会の受講者のために託児サービスを提供する。 
・就業支援講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助センター等を有効に活用

する。 
・無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機会を設ける。 
（２）積極的な受講あっせんの実施 
 母子家庭の母等に対して、公共職業訓練の受講に関し、受講指示に加え受講推薦を積極的に実施す

る。 
（３）自立支援教育訓練給付（仮称）の創設（母子寡婦福祉法） 
 指定された教育訓練講座の中から自主的に受講した場合の受講料の一部を支給する（受講料の８割、

上限３０万円程度）。 
（４）母子家庭高等職業訓練促進費（仮称）の創設（母子寡婦福祉法） 
 介護福祉士、保育士等就職に有利な資格を取得するため長期にわたり専門的な訓練を受けている場

合に、訓練促進費（月額１０万円程度）を一定期間支給する。 
（５）技能修得中の生活資金貸付け制度（仮称）の創設 
 公共職業能力開発施設等における技能修得期間中の生活保障のため、生活資金を貸付ける（月額１

４万円程度、無利子）。  
（６）保育士資格の取得の促進 
 母子家庭の母等について保育ママ事業の補助員への就業を促進するとともに、補助員としての経験

を保育士資格の取得につなげるため、 
・保育ママ事業の補助員としての経験を保育士養成施設における保育実習として扱う。 
・保育ママ事業の補助員としての経験を受験に必要な実務経験に算入し、保育士試験の受験要件を拡

大する。 
 
２ 母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん 
（１）ハローワークにおける就業あっせん等 
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(1) 母子家庭の母等の就業に関するハローワークの役割を法律上明確化する（母子寡婦福祉法）。 
(2) 母子家庭の母等に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を実施するほか、（財）21世紀職業財団
と連携して保育・介護情報を提供する。特に、両立支援ハローワークにおいては、きめ細かな職業

相談、職業紹介を実施するとともに、登録制度を拡大し、無業者のみならず常用労働者への移行を

希望するパート等の母子家庭の母等に対して、求人情報等の提供や必要な指導援助を実施する。 
(3) また、母子家庭の母等に対して許可を得て無料職業紹介を行う母子寡婦団体等に対し、求人情報
の提供を行う。 

（２）母子寡婦団体における就職情報の提供や無料職業紹介の実施 
(1) 母子寡婦団体において、ハローワーク及び福祉人材センターと連携して、就業支援講習会修了者
等に対し、求人情報をメールや郵送により提供する「就職情報提供事業」を創設する。 
(2) 母子寡婦団体が、許可を受け、就業支援講習会修了者等について、ハローワークの求人情報等を
活用しつつ無料職業紹介事業を行うとともに人材派遣業を実施することを推進する。 
(3) 無料職業紹介事業を行う母子福祉団体を支援するため、パソコンの貸与、職業相談・職業紹介技
法等についての研修会を実施する。 
（３）都道府県・市等における求人情報の提供、相談 
 福祉事務所を設置する自治体（都道府県・市等）に、母子自立支援員（仮称）を新たに配置し、児

童扶養手当の手続きを行う際などに、ハローワークと連携して、求人情報の提供や就職・能力開発に

関する相談等を実施する。 
 
３ 所得の増大に結びつく雇用機会創出のための支援 
（１）事業主に対する常用雇用転換奨励金の創設（母子寡婦福祉法） 
 新規に母子家庭の母をパートとして雇用し、常用雇用に転換する場合（ＯＪＴを実施した後）に一

定額を支給する常用雇用転換奨励金（３０万円程度）を創設する。 
（２）特定求職者雇用開発助成金の活用 
 失業した母子家庭の母など就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定就職困難者雇用開

発助成金について、その対象をパートタイム労働者にも拡大することとしているが、母子家庭の母に

は、パートタイム労働者が多いことから母子家庭の母についても事業主に対する周知を徹底するなど、

その活用を推進する（賃金の１／４～１／３程度、一年間支給）。 
（３） 母子福祉団体が行う事業に対する支援（母子寡婦福祉法） 
 母子福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業（社会福祉事業、無料職業紹介事

業等）を行う場合の貸付制度を創設する。 
 また、現行の母子福祉団体に対する事業資金の貸付対象事業を拡大する。 
（４） 母子家庭の母等の起業資金の助成 
 母子家庭の母等が中心となって起業する場合、起業に要する経費の一部を助成する。 
（５）国又は、地方公共団体による雇入れの促進等 

(1) 国又は、地方公共団体は、雇入れ等雇用を促進する。 
(2) 売店の優先許可の普及や公的機関による清掃業務の委託など母子福祉団体に対する優先的な事業
発注を推進する。 

 
４ 母子家庭等就業支援センター事業（母子寡婦福祉法） 
 母子福祉団体等を活用して、母子家庭の母等に対して、相談から就業支援講習会の実施（１の

（１））、就職情報の提供等（２の（２）(1)）に至るまでの一貫した就業支援サービスを提供するた
め母子家庭就業支援事業（いわゆる「母子家庭等就業支援センター事業」）を創設する。 
・都道府県、指定都市、中核市が就業支援センター事業を行い、これに対して、将来的に安定した

事業運営ができるよう助成する。 
・都道府県等は、母子家庭等の実情を踏まえた、弾力的・機動的な事業実施ができるよう、積極的

に母子福祉団体を活用する。このため、母子福祉団体において、相談や情報提供などの一環したサ

ービスを提供できる体制を整備する。 
・本事業に就業支援のための各種の給付を組み合わせて、総合的に母子家庭等の就業を支援する。 

 
III 子どものしあわせを第一に考えた養育費確保 
１ 養育費支払いについての社会的気運の醸成（母子寡婦福祉法） 
（１）別れた親の養育費支払いの責務の明確化 



45 

(1) 離婚の増大の原因や離婚が子供に与える影響、さらには扶養義務の果たし方と養育費についての
研究を推進するとともに、児童扶養手当の見直しを進める中で、実効ある制度の在り方やその導入

について検討を進める。 
(2) 別れた親が児童に対する扶養義務の履行として養育費を支払うべき義務を法律に規定する。 

（２）啓発活動の促進 
 母子福祉団体、ＮＰＯなどの関係団体によるシンポジウムなど養育費の支払いについての広報・啓

発活動を実施するとともに、国、地方公共団体においても子どものしあわせの観点から積極的に啓発

活動を促進する。 
 
２ 養育費についての取り決めの促進 
（１）養育費のガイドラインの作成 
 個別ケースにおいて慰謝料や財産分与とは区別した形で必要かつ適切な養育費の額が取り決められ

るよう、養育費の額やモデル様式等に関するガイドラインを作成し、養育費がより円滑に確保できる

ようにする。 
（２）各種相談制度の充実（母子寡婦福祉法） 

(1) 現在都道府県で実施している「特別相談事業」としての法律相談の実施回数を増やすなど、その
充実を図る。 
(2) 福祉事務所を設置する自治体（都道府県・市等）の母子自立支援員（仮称）や婦人相談所の相談
員に対する研修を強化するなど相談機能の強化を図る。 
(3) 養育費の取得について経験を有する者が相談に応じる仕組みをつくるなど母子福祉団体の養育費
相談体制の強化を図る。 

（３）情報提供（母子寡婦福祉法） 
 養育費取得のための手続、相談窓口支援策について、行政（児童扶養手当関係窓口や婚姻関係窓

口）及び関係団体（母子寡婦団体等）による情報提供活動を実施する。 
 
３ 養育費取得のための司法手続へのアクセスの確保 
（１）民事執行制度の強化（法務省） 
 権利実現の実効性をより一層高めるための民事執行制度の見直しの一環として、養育費などの定期

的な少額債務の履行確保に向けて制度の見直しを図る。 
 
IV 自立を支援する経済的支援体制の整備 
１ 母子寡婦福祉貸付金の充実（母子寡婦福祉法） 

(1) 修学資金などについて児童本人に対しても貸し付けることができることとする（対象となる貸付
金は、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金）。 
 また、その際、返済しやすい償還条件とする。 
(2) 大学等への入学時の就学支度資金の貸付額を拡大する。 
(3) 公共職業訓練期間中の生活資金の貸付けを実施する。 
(4) 技能習得に必要な資金について、一括貸付を実施する（１２月分６０万円）。 
(5) 母子福祉団体に対する事業資金の貸付対象事業を拡大する。 
(6) 児童扶養手当制度の見直しに伴い影響を受ける者に対し、無利子の資金（児童扶養資金）の貸付
けを実施し、返済しやすい償還条件とする。また、借受人の中で返済時に生活状況が改善していな

いなど一定の条件に該当する者には、貸付金の償還金の減免措置を講じる。 
 
２ 児童扶養手当の見直し（児童扶養手当法） 
 離婚の増大に伴い、受給者が増大する中、合理化、効率化を行い、自立を支援する制度とし将来に

わたり機能できるよう、以下の改正を行う。 
(1) 児童扶養手当の支給を受けた母の自立に向けての責務を明確化する。 
(2) 離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨で施策を組み直すと
いう観点から、きめ細かい配慮を行いつつ、支給期間と手当の額の関係を見直す。 
以下の２点、 
・３歳未満の子どもを育てている場合には、十分配慮する 
・障害や特定の疾患を有する者など自立が困難と認められる者については適用しない 
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に留意しながら、手当額については手当支給期間の長さに応じて政令で定める額とすることとし、

具体的には、手当の受給期間が５年（事由発生から７年）を超える場合、それ以後児童が１８歳ま

では一定の率をもって一部支給停止を行うことができるものとする。 
なお、この措置は、法施行後５年後を目途に適用するものとし、関係政令については、子育てや

生活支援策、就労支援策、養育費確保策等の進展及び離婚の状況などを踏まえ、かつ、５年後の適

用に当たり十分な時間的余裕をもって制定するものとする。また、少なくとも支給停止の率を定め

る際には、従前の手当額の半額以上を確保することとする。 
(3) 児童扶養手当の支給要件の認定に係る請求期限を廃止し、施行の際に認定の請求権を持つ者から
適用する。 
(4) 所得の範囲に養育費（一定割合を控除したあとの養育費）を含めることに伴い、手当を支給する
福祉事務所を設置する自治体（市等）は、養育費に関する書類の提出要求等をできることとすると

ともに、養育費支払いのインセンティブを阻害しないよう、「所得」に含める額は養育費の一定割

合を控除した後の額とする。 
(5) 支給期間と手当の関係の見直しを法施行後５年を目途に適用する際には、さらに一層の就労支援
策等の充実を図る。 

 
V 国、地方公共団体による総合的な自立支援体制の整備 
１ 国の基本方針（母子寡婦福祉法） 

(1) 母子寡婦の自立に向けた総合的な支援を実施するため、厚生労働大臣は「基本方針」を策定する。 
〈基本方針の内容〉 
・母子家庭等の生活の動向に関する事項 
・施策の基本となるべき事項 
・都道府県・市等が作成する自立促進計画の指針となるべき事項 
・その他 
(2) 計画の策定に当たっては、特に、福祉施策と就労支援策の連携に配慮する。 

 
２ 都道府県・市等の自立支援計画（母子寡婦福祉法） 

(1) 福祉事務所を設置する自治体（都道府県・市等）においては、地域の実情に応じた施策の推進を
図るため、「母子・寡婦自立促進計画」を策定することができる。 
〈計画の内容〉 
・母子家庭等の生活の動向に関する事項 
・施策の基本となるべき事項 
・その他 
(2) 計画の策定に当たっては、特に、福祉施策と就労支援策の連携に配慮する。 

 
３ 都道府県・市等における総合的な支援 

(1) 福祉事務所を設置する自治体（都道府県・市等）に母子自立支援員（仮称）を新たに配置する
（母子寡婦福祉法）。 
(2) 児童扶養手当の手続きを行う際に、都道府県・市等において、母子自立支援員（仮称）による自
立のための相談、情報提供、計画作成などを行い、受給者が就労により自立できるよう様々な角度

から総合的な援助を実施する（児童扶養手当法）。 
(3) 効果的な自立支援のあり方について、研究、検討を進めるとともに、具体的なプログラム実施の
ために研修を推進する。 

 
４ その他 
 就業支援策の事業に関する補助金については、将来にわたり必要な額を確保するものとする。 
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母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針          

（平成１５年厚生労働省告示第百二号） 

 

【最終改正】平成１６年厚生労働省告示第二十四号 

 

 母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第十一条第一項の規定に基づき、母子家庭

及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第四

項の規定により告示する。                     

 

平成十五年三月十九日  

厚生労働大臣 坂口  力 

 

はじめに

 １．方針のねらい

  (1) 母子家庭等施策の必要性 

 近年の離婚件数の増加に伴い、母子家庭及び父子家庭（以下「母子家庭等」という。）、特

に母子家庭が急増している。現実の母子家庭の置かれている生活状況を見ると、子育てと生計

の担い手という二重の役割を一人で担うこととなった直後から、その生活は大きく変化し、住

居、収入、子どもの養育等の面で様々な困難に直面することとなる。 

 母子家庭の母の場合、就業経験が少なかったり、結婚、出産等により就業が中断していたこ

とに加え、事業主側の母子家庭に対する理解不足、求人の際の年齢制限の問題などが重なり、

その就職又は再就職には困難が伴うことが多い。また、保育所入所待機児童が増加する中で、

就業のため子どもを保育所に預けることには困難が伴い、就業しても低賃金や不安定な雇用条

件等に直面することが多い。さらに、約 8割の離婚母子家庭は養育費が支払われていない。こ

うしたことなどから、その 85％が就業しているにもかかわらず、平均年収は 229 万円と低い水

準にとどまっているのが現状である。過去と比較しても、臨時・パートタイムの形態での就労

の割合が高まっている。また、子どもの養育や教育のために収入を増やそうと複数の職場で就

業したり、より良い就業の場の確保のために自らの職業能力を高めるなど、懸命な努力をする

中で、中にはその努力が結果として健康面の不安を招き、生活をより困難にしている場合もあ

る。 

 こうしたことから、特に母子家庭については、子育てをしながら、母が収入面・雇用条件面

等でより良い就業に就き、経済的に自立できることが、母本人にとっても、子どもの成長にと

っても重要なことであり、自立支援策の必要性が従来以上に高まっている。 

 一方、父子家庭については、既に家計の担い手として就業していた場合が多いことから、そ

の平均年収は 422 万円となっている。しかしながら、子どもの養育、家事等生活面で多くの困

難を抱えており、子育てや家事の支援の重要性が非常に高い。 

 また、離別世帯の子どもの養育においては、その養育に対する責務は両親にあり、離婚によ

り変わるものではない。子どもを監護しない親からの養育費は、子どもの権利であるにもかか

わらず、その確保が進んでいないことから、親の子どもに対する責務の自覚を促し、子どもを

監護しない親が、その責務を果たしていくべきことを社会全体が当然のこととする気運を醸成

していくことが重要となっている。 

 さらに、母子、父子を問わず親との離死別は、子どもの生活を大きく変化させるものであ

り、そのことが子どもの精神面に与える影響や進学の悩みなど、子どもの成長過程において生

じさせる諸問題についても、十分な配慮が必要とされている。また、現代において、母子家庭

等は決して特別な家庭ではないことから、社会全体が、こうした家庭を家族形態の一類型とし

てとらえ、理解を深めていく必要がある。 

 このように、母子家庭等及び寡婦の抱えている困難は、多くが複雑に重なり合っており、総

合的な支援策を展開する必要がある。その際には、施策の実施主体は、精神面で支えを必要と

している場合や養育能力や生活能力が欠けている場合において適切な援助を行うなど、生活に

ついて幅広く支援する仕組み、個々の世帯の抱える問題に対し相互に支え合う仕組みを活用す

るなど、きめ細かな配慮をすることが求められており、そうした観点から、母子家庭等に身近

な自治体において、母子寡婦福祉団体や NPO 等様々な関係者と緊密に連携しながら、きめ細か

な施策を展開することが重要である。 
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  (2) 母子寡婦福祉対策の見直しと国の基本方針 

 我が国における母子寡婦福祉対策は、昭和 27 年に戦争未亡人対策から始まり 50 年以上の歴

史をもっているが、(1)で述べたような母子家庭等及び寡婦を巡る状況の変化に応じて、母子

寡婦福祉対策を根本的に見直し、新しい時代の要請に的確に対応すべく、平成 14 年 11 月 22

日、「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が成立し

た。 

 改正法においては、母子家庭等及び寡婦に対する「きめ細かな福祉サービスの展開」と「自

立の支援」に主眼を置いている。離婚後等の生活の激変を緩和するために、母子家庭等となっ

た直後の支援を重点的に実施するとともに、就業による自立を支援するため、福祉事務所（社

会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を設置

する地方公共団体において、母子自立支援員が総合的な相談窓口となり、児童扶養手当等各種

母子家庭等の支援策に関する情報提供、職業能力の開発、就職活動の支援を行う体制を整備し

つつ、(1)子育てや生活支援策、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合

的に展開することとしている。また、国が母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置

に関する基本的な方針を策定することとなっている。 

 さらに、経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となっていることにかんが

み、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講じるため、平成 15 年 7 月 17 日、「母

子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」（以下「特別措置法」という。）が、平成 20

年 3 月 31 日までの時限立法として成立した。 

 特別措置法においては、政府が国会に対し、母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施

状況等を報告すること、本基本方針及び自立促進計画について、母子家庭の母の就業の支援に

特別の配慮がなされたものとすること等となっている。 

 本基本方針は、改正法や特別措置法の趣旨も踏まえつつ、父子家庭も含めた母子家庭等施策

の展開の在り方について、国民一般に広く示すとともに、都道府県（指定都市及び中核市を含

む。）、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する町村において自立促進計画を策定す

る際の指針を示すこと等により、母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開され、個々の母子

家庭等に対して効果的に機能することを目指すものである。 

 ２．方針の対象期間 

 この基本方針の対象期間は、平成 15 年度から平成 19 年度まで 5年間とする。 

 

第１ 母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

 以下の記述は、特に記載がないものは、厚生労働省の「全国母子世帯等調査（平成 10 年 11 月

1 日現在）」による。 

 １．離婚件数の推移等 

 離婚件数は、昭和 39 年以降毎年増加し、昭和 58 年をピークに減少したが、平成 3年から再

び増加している。平成 13 年の離婚件数は、約 28 万 6 千件（厚生労働省「人口動態統計」）

で、過去最高である。 

 近年の離婚増加の原因については、事情は様々であるため、一概には言えないが、その一つ

には、離婚に対する考え方の変化や、女性の経済的自立の進展等近年の社会情勢の変化によ

り、以前に比べ、離婚の障害が少ない環境になってきていることが考えられる。 

 ２．世帯数等の推移

  (1) 母子世帯数は、954,900 世帯（平成 10 年）で、平成 5年の 789,900 世帯に対し、20.9％の増

加となっている。母子世帯になった理由では、平成 5年に比べ死別によるものが減少する一

方、離婚や未婚の母の増加により生別世帯が増加し、構成割合では生別世帯が全体の 79.9％

（平成 5年 73.2％）となっている。 

  (2) 父子世帯数は、163,400 世帯で、平成 5年の 157,300 世帯に対し、3.9％の増加となってい

る。また、父子世帯では、生別世帯が 64.9％（平成 5年 65.6％）となっている。 

  (3) 寡婦の数は、1,128,900 世帯(平成 10 年）で、平成 5年の 1,175,600 世帯に対し、4.0％の減

少となっている。母子世帯における生別世帯の増加を反映して、寡婦においても、生別による

ものが 37.0％(平成 5年 32.6％)となっており、生別の割合が増加している。 

  (4) 母子世帯の増加により、児童扶養手当の受給世帯も増加しており、平成 11 年度末 664,382

世帯、12 年度末 708,395 世帯、13 年度末には 759,194 世帯となっており（「厚生労働省福祉

行政報告例」）、毎年約 5万世帯程度増加している。 
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 ３．年齢階級別状況等

  (1) 母子世帯となった時の母の平均年齢は 34.7 歳で、そのときの末子の平均年齢は 5.4 歳とな

っている。 

 母子世帯の母の平均年齢は、40.9 歳（平成 5年 41.7 歳）で、末子の平均年齢は、10.9 歳

（平成 5年 12.0 歳）となっており、母子とも平均年齢が低下している。 

  (2) 父子世帯となった時の父の平均年齢は 40.2 歳で、そのときの末子の平均年齢は 7.8 歳とな

っている。 

 父子世帯の父の平均年齢は、46.4 歳（平成 5年 44.2 歳）で、前回調査よりも平均年齢は高

くなっている。また、末子の平均年齢は 13.0 歳となっている。 

  (3) 寡婦の平均年齢は 56.3 歳（平成５年 55.7 歳）で、年齢分布としては「60～64 歳」の階層が

35.6％で最も多くなっている。 

 ４．住居の状況

  (1) 母子世帯の持ち家率は、全体で 26.6％であるが、死別世帯が 66.7％、生別世帯は 17.3%と両

者に大きな違いがみられる。持ち家以外については、借家 25.9％(平成 5年 33.4％)、公営住

宅 16.6％(平成 5年 12.6％)、実家等での同居 13.6％(平成 5年 7.3％)等となっている。平成

5年に比べると、持ち家と借家の割合が減少した一方、公営住宅と同居の割合は増加した。 

  (2) 父子世帯の持ち家率は、58.0％となっている(平成 5年 56.4％)。持ち家以外については、借

家 14.7％(平成 5年 20.5％)、公営住宅 8.2％(平成 5年 7.0％)、実家等での同居 11.4％(平成

5年 5.9％)等となっている。平成 5年に比べると、持ち家及び公営住宅の割合にはあまり大き

な変化はなかったが、借家の割合が減少、同居の割合が増加した。 

  (3) 寡婦の持ち家率は、59.8％となっている（平成 5年 62.7％)。持ち家以外については、公営

住宅 10.1％(平成 5年 7.8％)、借家 16.1％(平成 5年 19.6％)、実家等での同居 4.5％(平成 5

年 2.6％)等となっている。 

  (4) 離婚による転居の状況をみると、父子家庭では、転居しなかった場合が 71％、母子家庭では

転居した場合が 67％となっており、母子家庭が離婚直後に住居面の変化を伴う場合が多い（厚

生省「平成 9年度人口動態社会経済面調査報告 離婚家庭の子ども」）。 

 ５．就業状況

  (1) 母子家庭の母の 84.9％(平成 5年 87.0％)が就業しており、就業している者のうち常用雇用

者が 50.7％(平成 5年 53.2％）、臨時・パート（臨時・パートタイムの形態で就労する者をい

う。以下同じ。）が 38.3％（平成 5年 31.3％)等となっている。母子家庭になる前に就業して

いた者の割合は 63.5％（常用雇用者 40.4％、臨時・パート 39.2％）であり、母子世帯になる

前に就業していなかった母のうち、79.2％が現在就業している（常用雇用者 47.2％）。従事し

ている仕事の内容は、事務、サービス業がそれぞれ約 2割となっている。勤務先事業所の規模

は、6～29 人のものが最も多く、300 人未満の規模までで全体の 8割となっている。 

 また、母子世帯の母で就業に資する資格を有している割合は、33.6％となっており、平成 5

年に比べても若干増えているが、資格が現在の仕事に役立っていると回答した者の割合は

53.7％に過ぎず、むしろその割合は低下している。 

 さらに、現在就業している者のうち、約 3割が転職を希望しているが、その理由は「収入が

よくない」が約 6割となっている。 

  (2) 父子世帯の父は、父子世帯になる前にはほとんど（95.9％）が就業しており、その後も大半

（89.4％）（平成 5年 93.0％）が就業している。就業している者のうち常用雇用者が 75.3％

(平成 5年 71.7％)、事業主が 13.7%(平成 5年 18.5％)、臨時・パートが 6.9％(平成 5年

3.1％)等となっている。 

  (3) 寡婦は 66.7％が就業しており、就業している者のうち常用雇用者が 42.6％、臨時・パート

が 33.9％等となっている。 

  (4) 母子世帯になった直後に仕事を探していた時の問題点として、「年齢制限があった」「子ど

もが小さいことが問題とされた」「求人自体が少なかった」ということが多く挙げられている

（日本労働研究機構「母子世帯の母への就業支援に関する調査結果の概要（平成 13 年 10 月発

表）」）。このように、母子世帯の母は、求職するに当たって、比較的年齢が若いうちは小さ

い子どもを抱えていることが問題とされ、子どもがある程度成長した頃には年齢制限に直面し

ている。 

 ６．収入状況

  (1) 母子世帯の平成 9年の年間の平均収入金額(就労収入、生活保護法に基づく給付、児童扶養
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手当、養育費等すべての収入の金額）は（平均世帯人員 3.16 人）、229 万円となっている（平

成 4年 215 万円）。 

  (2) 父子世帯の平成 9年の年間の平均収入は(平均世帯人員 3.45 人)、422 万円となっている(平

成 4年 423 万円)。 

 ７．養育費の取得状況 

 離婚母子家庭のうち養育費の取決めをしている世帯は、35.1％である。養育費の取決めをし

ていない理由としては、「相手に支払う意志や能力がないと思った」という者が最も多く

(61.1％)、「取決めの交渉をしたがまとまらなかった」11.3％、「取決めの交渉が煩わしい」

6.5％等となっている。 

 また、養育費の受給状況については、現在も受給している者が 20.8％、受けたことがある者

が 16.4％、受けたことがない者が 60.1％となっている。養育費を現在も受けている又は一度で

も受けたことがある者の養育費の１世帯当たりの平均額は、月額 53,200 円である。 

 離婚の際又はその後、子どもの養育費の関係で相談をした者は、全体の 54.1％であるが、そ

のうち最も多い相談相手が親族であり(41.9％)、家庭裁判所 28.6％、弁護士 11.0％、自治体

窓口等 6.6％等となっている。 

 ８．子どもの状況等

  (1) 母子世帯における子ども（20 歳未満の児童）の総数は、約 152 万人となっている。1世帯当

たりの子どもの数は、「1人」が 45.0％(平成 5年 41.9％)、「2人」が 38.5％(平成 5年

42.9％)となっており、平均 1.59 人となっている。 

 就学状況別にみると、小学生のいる世帯が 315,500 世帯で最も多く(26.5％)、平成 5年に比

べて、その割合が増加している。 

 小学校入学前児童のいる母子世帯は 189,200 世帯（母子世帯総数の 19.8％）、該当する児童

の数は 221,500 人となっている。子どもの養育の状況については、保育所の割合が 52.6％と最

も高いものの、平成 5年に比べると、その割合が減少し、親本人、親以外の家族等の割合が増

加している。 

  (2) 父子世帯における子ども（20 歳未満の児童）の総数は、約 26 万人となっている。1世帯当

たりの子どもの数は、「1人」が 44.5％(平成 5年 42.5％)、「2人」が 35.5％(平成 5年

41.0％) となっており、平均は 1.57 人となる。 

 就学状況別にみると、小学生、中学生、高校生のいる世帯がそれぞれ約 2割となっている。

 小学校入学前児童のいる父子世帯は 14,700 世帯（父子世帯総数の 9.0％）、該当する児童の

数は 15,300 人となっている。子どもの養育の状況については、母子世帯同様、保育所の割合

が 50.3％と最も高いものの、平成 5年に比べると、保育所の割合が減少し、親本人、親以外の

家族等の割合が増加している。 

 ９．その他

  (1) 公的制度等の利用状況 

 母子世帯及び父子世帯ともに、公的制度等を利用する割合はあまり高くない。その中で、比

較的利用されているのは、公共職業安定所、福祉事務所、市町村福祉関係窓口である。 

 また、これまで公的制度等を利用したことがないもののうち、今後利用したい制度として、

公共職業能力開発施設、公共職業安定所等の就業支援関係を挙げる割合が増加している。 

  (2) 子どもについての悩み 

 子どもについて悩みがあるとの回答は、母子世帯で 66.9％（平成 5年 64.4％)、父子世帯で

65.7％(平成 5年 59.8％)となっている。悩みの内容については、母子世帯、父子世帯ともに、

「教育・進学」についてが最も多く、母子家庭では「しつけ」、父子世帯では「食事・栄養」

に関することがこれに次いでいる。また、母子世帯、父子世帯ともに、前回調査より悩みがあ

る世帯が増加している。 

  (3) 困っていること  

(1) 母子世帯では、困っていることがあるとの回答が、74.6％(平成 5年 71.0％)となってい

る。 

 困っている内容については、「家計」が 37.9％で最も多く、「仕事」22.4％、「住居」

18.5％の順となっている。 

(2) 父子世帯では、困っていることがあるとの回答が 68.2％(平成 5年 62.2％)となってい

る。 

 困っている内容については、「家事」が 34.1％で最も多くなっている。 
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(3) 寡婦については、困っていることがあるとの回答が 60.1％（平成 5年 47.7％）となって

いる。 

 困っている内容については、「健康」が 33.5％と最も多くなっている。 

 いずれの世帯も、前回調査に比べて困っていることがある世帯の割合が増加しており、

また、「仕事」について困っている者の割合が増加している。  
  (4) 相談相手について 

 相談相手がありと回答があったのは、母子世帯、父子世帯、寡婦いずれも前回調査よりはそ

の割合が増加しているが、母子世帯の 81.1％、寡婦の 74.2％に比べると、父子世帯では

56.8％とその割合は低い。 

 １０．まとめ

  (1) 母子世帯及び寡婦の状況 

 母子世帯については、生別世帯の割合が増加しており、小さい子どもを抱えながら臨時・パ

ートタイムの形態で就業している者も少なくなく、収入もかなり低い状況にある。養育費も大

半が取得していない。その結果、家計について困っているとの回答が最も多くなっている。ま

た、離婚により転居する割合が高い。 

 このように、母子世帯については、特に、子育てと仕事の両立、より収入の高い就業を可能

にするための支援、養育費取得のための支援、生活の場の整備等が重要と考えられ、それらの

必要性が従来以上に高まっている。 

 寡婦については、健康面で困っているとの回答が最も多いことから、日常生活面の支援等が

重要と思われる。 

  (2) 父子世帯の状況 

 父子世帯についても、母子世帯に比べてその数は少ないものの、離婚が増加する中で増加し

ており、また、生別世帯の割合が高くなっている。 

 父子世帯は、母子世帯に比べて、持ち家率が高く、また、父子世帯となる以前からほとんど

の者が就業しており、その大部分は常用雇用者である。 

 父子世帯が困っていることとしては、「家事」が最も多くなっているが、公的制度等を利用

する人はわずかであり、母子世帯に比べて相談相手なしという割合が高い。 

 こうしたことから、父子世帯については、特に、子育てと仕事の両立、家事の支援、及び相

談機能の充実等が重要と思われる。 

 

第２ 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

 １．今後実施する母子家庭等及び寡婦施策の基本的な方向性

  (1) 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 

 母子家庭については、これまで児童扶養手当に大きくウェイトがかかっている施策を見直

し、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就労の支援に主眼を置いて、(1)子育てや生活支

援策、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的に展開することとす

る。 

 その際、国、都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ。）並びに市（特別区を含

む。）及び福祉事務所を設置する町村（以下「市等」という。）が、適切に役割を分担しなが

ら、互いに連携することが必要である。 

 国は、母子家庭等及び寡婦施策に係る施策や制度の企画・立案を行う。また、効果的な施策

の展開のための調査・研究を行ったり、母子家庭等及び寡婦施策に係る普及・啓発、また関係

者の研修等を行う。さらに、都道府県が市等における母子家庭等及び寡婦施策を効果的かつ効

率的に実施するための課題や方策の検討について、地域の実情に応じて支援する体制を整備す

るとともに、連絡会議等を通じて、都道府県や市等の自立促進計画、施策や取組について情報

提供を行うなど、都道府県や市町村に対する支援を行う。 

 都道府県及び市等では、本基本方針に即して、「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を策定す

ること等を通じて、地域の実情に応じて、計画的に母子家庭等及び寡婦施策を実施することが

必要である。 

 都道府県は、母子家庭等就業・自立支援センター事業等自ら実施すべき施策を推進すること

が求められる。また、市等が母子家庭等及び寡婦施策を効果的かつ効率的に実施するための課

題や方策を検討するに際して、地域の実情に応じて市等を支援するとともに、広域的な観点か

ら、市町村が実施する就業支援や生活支援が円滑に進むよう、市等における自立促進計画の策
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定状況や各種施策の取組状況などについて情報提供を行うなど、市町村に対する支援を行うこ

とが必要である。 

 市町村は、母子家庭等日常生活支援事業等自ら実施すべき施策を推進するとともに、住民に

身近な地方公共団体として、母子家庭等及び寡婦に対し、相談に応じ、施策や取組について情

報提供を行うことが必要である。平成 14 年 8 月に児童扶養手当の支給事務が市等に委譲され

たことから、特に、市等では、児童扶養手当の支給と自立支援を一体的に行う重要な役割を担

うことが求められる。 

  (2) 相談機能の強化 

 改正法により、母子相談員の名称を母子自立支援員に改めるとともに、配置が市等にまで拡

大され、業務も職業能力の向上と求職活動に関する支援が追加された。これにより、母子自立

支援員は、母子家庭及び寡婦の抱えている問題を把握し、母子寡婦福祉団体等と連携し、その

解決に必要かつ適切な助言及び情報提供を行うなど、母子家庭及び寡婦に対する総合的な相談

窓口として重要な役割を担うことが求められる。また、地域における福祉の増進を図る児童委

員においては、母子家庭等及び寡婦について相談に応じ、それぞれの抱える問題に応じて利用

し得る制度、施設及びサービスについて助言し、問題の解決に努めること等が重要である。 

 市等は、児童扶養手当の支給と自立支援を一体的に行うため、母子自立支援員を適正に配置

するほか、その資質の向上のための機会を提供すること等により、相談機能の強化を図ること

が必要である。 

  (3) 福祉と雇用の連携 

 母子家庭等及び寡婦の早期自立を図るためには、早期の段階においての支援が重要である。

こうした観点から、母子家庭等及び寡婦を初期の段階で把握し、生活全般にわたり親身な相談

に応じるとともに、経済的自立を図る上で必要な就業に関する情報や、就業する際の子育て支

援など、福祉と雇用の施策の緊密な連携が不可欠である。そのため、国の労働部局と都道府県

及び市町村、また、都道府県及び市町村の福祉部局と産業労働部局が緊密に連携することが求

められる。 

 ２．実施する各施策の基本目標 

 母子家庭等及び寡婦の自立を図るためには、(1)子育てや生活の支援策、(2)就業支援策、(3)

養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的かつ計画的に推進することが不可欠であり、これを

積極的に推進する。これにより、母子家庭等及び寡婦の収入状況、就業状況、養育費取得状況

等の生活状況の好転を図る。 

  (1) 子育てや生活の支援策 

 母子家庭等が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立ができるよう、保育所へ

の優先入所、保育サービスの提供、公営住宅の積極的な活用の推進等、子育てや生活の面での

支援体制の整備を促進する。 

 また、地域の相互扶助による子育てや生活の面での支援を推進する。 

  (2) 就業支援策 

 母子家庭及び寡婦が十分な収入を得ることができ、自立した生活をすることができるよう、

職業能力向上のための訓練、効果的な職業あっせん、就業機会の創出等を実施するなど、就業

面での支援体制の整備を促進する。 

  (3) 養育費の確保策 

 母子家庭等の児童が必ず養育費を取得できるよう、養育費支払についての社会的気運の醸

成、養育費についての取決めの促進を図るなど、養育費確保面での支援体制の整備を促進す

る。 

  (4) 経済的支援策 

 母子寡婦福祉資金貸付金や児童扶養手当制度を利用しやすくするために、制度について積極

的に情報提供を実施するほか、適正な貸付・給付事務の実施、関係職員に対する研修の実施等

により、経済面での支援体制の整備を促進する。 

 ３．母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

  (1) 国が講ずべき措置  

(1) 公共職業安定所における就業あっせん（公共職業訓練の受講あっせんも含む。）  

ア 母子家庭の母等に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を実施するほか、財団法人２

１世紀職業財団と連携して保育・介護情報を提供する。 

 特に、両立支援ハローワークにおいては、きめ細かな職業相談や職業紹介を実施する
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とともに、これまで無業者に対して行ってきた、その者に必要な職業情報等を提供する

就業希望登録制度について、対象者を、常用雇用者への移行を希望する母子家庭の母等

であって臨時・パートタイムの形態で就業するものにも拡充して実施する。 

イ 母子家庭等就業・自立支援センター事業の円滑な実施のため、その求めに応じて、必

要な求人情報の積極的提供を行う。  
(2) 特定求職者雇用開発助成金の活用 

 失業した母子家庭の母等就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定就職困難

者雇用開発助成金について、その対象を短時間労働被保険者にも拡大しているが、母子家

庭の母にはパートタイム労働者が多いことから、事業主に対する周知を徹底するなどによ

り、その活用を推進する。 

(3) 試行雇用を通じた早期就職の促進 

 母子家庭の母等に実践的な能力を取得させるなどにより、早期就職を促進するための、

短期の試行雇用を実施する。 

(4) 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母の雇用の促進 

 厚生労働省の本省や外局、関係機関において、母子家庭の母の雇入れを促進するように

努めるとともに、社会福祉関係団体、公益法人等関係団体に対して雇入れの要請を行う。 

(5) 事業主に対する母子家庭の母の雇用に関する啓発活動等の推進 

 事業主に対し、母子家庭の母の雇用について理解を深めてもらうための啓発活動や、母

子家庭の母の就業の促進に向けた協力の要請を積極的に推進する。 

(6) 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母の雇用に関する好事例の周知 

 母子家庭の母を積極的に雇用するなど、都道府県及び市町村や企業における母子家庭の

母の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行う。 

(7) 母子家庭等就業・自立支援センター事業の支援 

 母子家庭等就業・自立支援センターに対し、母子家庭の母の就業促進につながる各種情

報を提供する。 

(8) 母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮 

 母子福祉団体等母子家庭の母の福祉の増進を主たる目的とする団体が、母子家庭の母の

就業の促進につながる業務をより多く受注できるよう、国が物品やサービスを購入する場

合には予算の適正な使用に留意しつつ、適切な配慮を行う。 

(9) 母子家庭に対する生活の場の整備 

 都市基盤整備公団賃貸住宅について、母子家庭に対する優先入居を推進する。また、母

子家庭が賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民間の家賃保証サービスの活用を

推進するとともに、民間事業者による取組状況等を踏まえ、必要な施策について検討す

る。 

(10) 親の扶養義務の履行を確保するための施策の在り方についての検討 

 離婚の増大の原因や離婚が子どもに与える影響、さらには親の扶養義務の果たし方と養

育費についての研究を推進するとともに、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点か

ら、親の扶養義務の履行を確保するための施策の在り方やその導入について検討を進め

る。 

(11) 母子福祉資金貸付金の貸付条件に関する配慮 

 母子福祉資金貸付金の貸付条件について、母子家庭の母の就業の支援が促進されるよう

に配慮をして定める。 

(12) 効果的な母子家庭等及び寡婦施策を展開するための実態把握・研究、モデル事業等の推

進 

 母子家庭等及び寡婦施策を効果的に推進するために、母子家庭等及び寡婦の就業状況、

収入状況、養育費の取得状況などの実態を把握し、その研究を推進する。そして、これら

の実態把握・研究等に基づき、母子家庭等及び寡婦の就業促進に有効と考えられる施策に

ついては、モデル事業等として早期にかつ積極的に推進していく。  
  (2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援 

 都道府県及び市町村が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭等及び寡婦が必要な

サービスを適切に受けることができるよう母子自立支援員を含めた相談体制の整備、関係機関

の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施されるよう必要な支援を講じていくものとす

る(実施主体について特に記載がない場合は都道府県及び市町村を指すものとする。また、対
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象について特に記載のない場合は母子家庭を対象とするものとする。)。  

(1) 子育て支援、生活の場の整備  

ア 保育所優先入所の推進等（実施主体：市町村、対象：母子家庭等）  

(a) 就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、母子家庭等の優先的取

扱いなど、母子家庭等の児童が保育所に優先的に入所することができるような取組を

推進 

(b) 休日保育、夜間保育、病児・病後児保育を実施 

(c) 待機児童への対応や仕事と子育ての両立支援として、家庭的保育事業やファミリ

ー・サポート・センター事業を活用  
イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進（実施主体：市町村、対象：母子家庭等） 

 放課後児童クラブについても、母子家庭等の児童が優先的に利用できるような取組を

推進 

ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充  

(a) 小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設を設置 

 母子生活支援施設に入所する母子家庭のうち早期に自立が見込まれる者を対象に、

地域社会の中の小規模な施設で、本体施設と十分な連携を図りながらその自立を重点

的に支援する小規模分園型（サテライト型）の母子生活支援施設の設置を推進 

 また、公設民営方式による施設整備を推進 

(b) 母子生活支援施設への保育機能の付与（対象：母子家庭等） 

 母子生活支援施設の機能を活用し、地域で生活する母子家庭等の児童を対象とする

保育機能（夜間・延長保育や入所待機の解消などのニーズにも対応）の充実を図り、

地域の母子家庭等の子育てと仕事の両立を支援  
エ 公営住宅の積極的活用の推進（優先入居の推進等）等  

(a) 公営住宅の優先入居等 

 公営住宅の借上げ制度の活用を推進しつつ、母子家庭に対する優先入居を推進 

(b) 民間の家賃保証サービスの活用 

 母子家庭が賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民間の家賃保証サービス

の活用を推進  
オ 母子家庭等日常生活支援事業の実施（対象：母子家庭等）  

(a) 母子家庭等がその親の修学や疾病等の事由により一時的に家事、育児等の日常生活

に支障が生じた場合等に、多様なニーズ、時間帯に応じて家庭生活支援員を母子家庭

等の居宅に派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において、児童の世話等日常生活の

支援を行う母子家庭等日常生活支援事業の実施を推進 

(b) 母子家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、昼間、夜間などの多様な時間帯

の利用を推進するとともに、出張等の場合に対応できる宿泊型事業を活用 

(c) 母子家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、事業の一部を母子寡婦福祉団

体、NPO、介護事業者等に委託することができるものとし、家庭生活支援員として、

母子家庭の母等を積極的に活用していくとともに、その資質の向上を図るため、講習

会を実施  
カ 子育て短期支援事業の実施（実施主体：市町村、対象：母子家庭等）  

(a) 短期入所生活援助（ショートステイ）事業の実施 

 保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合や緊急

一時的に保護を必要とする場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等

の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、母子家庭等の児童を短期間預かるショ

ートステイ事業の実施を推進 

(b) 夜間養護（トワイライトステイ）事業の実施 

 保護者が仕事等の理由により帰宅が夜間にわたる場合や休日の勤務、緊急の場合の

宿泊に対応するトワイライトステイ事業の実施の推進  
キ 一人親家庭生活支援事業の実施（対象：母子家庭等） 

 母子家庭等の生活基盤の安定を図るため、生活支援講習、土日・夜間電話相談、児童

訪問援助（大学生等によるホームフレンド）、情報交換の場の提供等、各種事業をメニ

ュー化し、地域の実情に応じて選択的に実施するとともに、新たに母子の健康上の問題

について適切な助言を行う健康支援事業を実施  
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(2) 就業支援策  

ア 母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施・連携（実施主体：都道府県、対象：

母子家庭及び寡婦）  

(a) 就業に関する専門的な知識や相談経験のある者による職業相談から就業支援講習会

の実施、就業情報の提供、母子自立支援員をはじめとする就業支援関係者の研修等、

一貫した就業支援サービスを提供したり、母子生活支援施設と連携を図りながら、母

子家庭及び寡婦の地域生活の支援や養育費の取決めを促進するための専門相談を行う

母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施 

(b) 就業支援講習会の拡充 

 母子家庭の母及び寡婦の能力開発に資するため、就業支援講習会を大幅に拡充して

実施 

 具体的には、  

・ 就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施 

・ 求職活動や起業のノウハウについて講習を実施 

・ 受講者のために託児サービスを提供 

・ 講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助センター等既存の

施設を有効に活用 

・ 無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機会を提供  
(c) 事業の実施に当たっては、都道府県が自ら実施するだけでなく、母子寡婦福祉団体

や NPO、社会福祉協議会等に全部又は一部を委託するなど既存の施設・人材などを積

極的に活用 

(d) 都道府県は、母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施するに当たっては、管

内の市町村と十分な連携を図りながら実施  
イ より良い就業に向けた能力の開発  

(a) 母子家庭自立支援給付金（自立支援教育訓練給付、母子家庭高等技能訓練促進費）

の活用（実施主体：都道府県及び市等）  

・ 自立支援教育訓練給付 

 都道府県及び市等は、都道府県知事（指定都市の長及び中核市の長を含む。以下

同じ。）並びに市長（特別区の長を含む。）及び福祉事務所を設置する町村の長

（以下「市長等」という。）が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対

して、講座終了後に受講料の一部を支給 

・ 母子家庭高等技能訓練促進費 

 都道府県及び市等は、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するため

に２年以上修業する場合で、就業（育児）と修学の両立が困難な場合に、生活費の

負担軽減のための給付金を給付  
(b) 技能習得期間中の生活資金の貸付け制度の活用（実施主体：都道府県、対象：母子

家庭及び寡婦） 

 公共職業能力開発施設等における技能習得期間中の生活保障のため、生活資金の無

利子貸付けを活用 

(c) 保育士資格の取得の促進（実施主体：都道府県（中核市を除く。））  

・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を保育士養成施設における保育実習とする

取扱い 

・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を受験に必要な実務経験に算入し、保育士

試験の受験要件を拡大   
ウ 母子家庭及び寡婦の状況に応じた就業あっせん（公共職業安定機関等との連携）（実

施主体：都道府県及び市等、対象：母子家庭及び寡婦）  

(a) 都道府県及び市等は、母子自立支援員を配置し、児童扶養手当の手続を行う際等

に、公共職業安定機関等と連携して、求人情報の提供や、就職・能力開発に関する相

談等を実施 

(b) 都道府県及び市等は、公共職業安定機関等と連携し、地域における労働市場の状況

に係る情報の提供等その支援を受けつつ、母子自立支援員等就業支援関係者に対する

研修を実施  
エ 所得の増大に結び付く就業機会創出のための支援  
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(a) 母子家庭自立支援給付金（常用雇用転換奨励金）の活用（実施主体：都道府県及び

市等） 

 母子家庭の母を新規にパートタイム労働者として雇用し、OJT を実施した後に常用

雇用（一般）労働者に雇用転換した事業主に対して常用雇用転換奨励金を支給 

(b) 母子家庭の母及び寡婦に対する起業支援（実施主体：都道府県、対象：母子家庭及

び寡婦） 

 母子家庭の母や寡婦が共同して起業する場合において母子福祉資金貸付金（事業開

始資金）を貸付け 

 また、母子家庭の母及び寡婦の起業を支援するため、起業の方法、事業計画、資金

計画、労務管理等についてのセミナーを実施 

(c) 公共的施設における雇入れの促進（対象：母子家庭及び寡婦） 

 都道府県及び市町村が設置する公共的施設において、母子家庭及び寡婦の雇入れを

促進 

(d) 母子寡婦福祉団体等への優先的な事業発注の推進（対象：母子寡婦福祉団体等） 

 売店の優先許可の普及や、都道府県や市町村の機関による清掃業務の委託等母子寡

婦福祉団体等に対する優先的な事業発注を推進 

(e) 特定事業推進モデル事業の実施 

 母子家庭の母の就業機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業を促進するための

特定事業推進モデル事業を実施  
オ 母子家庭の母の雇用に関する啓発活動等・情報提供  

(a) 事業主に対して母子家庭の母の雇用について理解を深めてもらうための啓発活動

や、母子家庭の母の就業の促進に向けた協力の要請を積極的に推進 

(b) 母子家庭の母を積極的に雇用するなどの企業等における母子家庭の母の雇用に関す

る好事例について、情報を収集し、その提供を行うとともに、その企業等の公表や表

彰等を実施  
カ 母子寡婦福祉団体、NPO 等に対する支援  

(a) 無料職業紹介事業を行う母子寡婦福祉団体等への支援（対象：母子寡婦福祉団体

等） 

 無料職業紹介事業を行う母子寡婦福祉団体や NPO 等に対し、公共職業安定所や福祉

人材センターと連携しつつ求人情報の提供等を実施 

(b) 母子寡婦福祉団体が行う事業に対する支援の拡充（実施主体：都道府県、対象：母

子寡婦福祉団体） 

 母子寡婦福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業（社会福祉事

業、無料職業紹介事業、労働者派遣事業、信用保証業等）を行う場合の母子福祉資金

貸付金制度を活用 

(c) 母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮 

 母子福祉団体等母子家庭の母の福祉の増進を主たる目的とする団体が、母子家庭の

母の就業の促進につながる業務をより多く受注できるよう、地方自治体が物品やサー

ビスを購入する場合には予算の適正な使用に留意しつつ、適切な配慮を行う。   
(3) 養育費の確保策  

ア 広報・啓発活動の推進 

 母子寡婦福祉団体、NPO 等の関係団体と連携して、養育費の支払に関する広報・啓発活

動を推進 

イ 相談制度の拡充  

(a) 特別相談事業の拡充（実施主体：都道府県、対象：一人親家庭） 

 特別相談事業としての法律相談について、実施回数を増やすなど、その事業を充実

(b) 母子自立支援員や婦人相談員に対する養育費に関する研修を実施 

 母子自立支援員や婦人相談員に対し、養育費の取得手続等養育費に関する研修を実

施 

(c) 母子寡婦福祉団体、NPO 等への支援（対象：母子家庭等） 

 母子家庭等に対して、養育費相談や情報提供活動を実施する母子寡婦福祉団体や

NPO 等に対し、情報提供等の支援を実施  
ウ 情報提供（対象：母子家庭等） 
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 母子家庭等に対し、養育費取得手続、相談窓口などについて、行政（児童扶養手当窓

口、婚姻・離婚届窓口等）や関係団体による情報提供活動を推進  
(4) 経済的支援策  

ア 母子寡婦福祉貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施（実施主体：都道府

県、対象：母子家庭及び寡婦） 

 母子家庭や寡婦に対して、母子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提供を積極的に推

進するほか、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付業務を実施 

イ 児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施（実施主体：都道府県及び

市等） 

 母子家庭の母に対して、児童扶養手当制度に関する情報提供を積極的に推進するほ

か、プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務を実施 

ウ 児童扶養手当窓口における相談及び情報提供等適切な自立支援の実施（実施主体：都

道府県及び市等） 

 児童扶養手当窓口において、母子自立支援員等による就業等に関する相談や情報提供

を積極的に推進するなど、母子家庭の母に対する適切な自立支援を実施   
  (3) 国会に対する報告 

 国は、母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実に資するため、毎年、国会に対し、母

子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策及びその実施状況を報告する。 

  (4) 基本方針の評価と見直し  

(1) 基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の評価を行う。 

 この評価は、第１に掲げた母子家庭及び寡婦等の動向に関して調査を実施するほか、関

係者の意見を聴取すること等により実施する。 

(2) 施策評価結果の公表 

 (1)の評価により得られた結果は公表する。 

(3) 基本方針の見直し 

 (1)の評価により得られた結果は、基本方針の見直しに際して参考にする。  
  (5) 関係者等からの意見聴取 

 基本方針の見直しに当たっては、母子寡婦福祉団体、NPO、都道府県や市町村、母子生活支

援施設関係者など、母子家庭等及び寡婦施策関係者からの意見を聴取するとともに、パブリッ

クコメントを求める。 

  (6) その他  

(1) 母子家庭等及び寡婦施策を実施するに当たっては、母子寡婦福祉団体、NPO その他関係団

体に対し適切な支援を行うとともに、これら関係団体、児童委員、及び施策に関係する部

局とも十分な連携を図りつつ実施する。 

(2) 効果的な母子家庭等及び寡婦施策の在り方について研究・検討を行う。 

(3) 母子家庭等及び寡婦施策に従事する職員により母子家庭等及び寡婦を巡る状況の理解、

母子家庭等及び寡婦施策の習熟及びプライバシーへの十分な配慮が促進されるよう、職員

の資質向上のための研修等を実施する。 

  
第３ 都道府県等が策定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 

 都道府県及び市等が、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定する場合には、次に掲げる指針を

踏まえ策定することが適当である。 

 １．手続についての指針

  (1) 計画の期間 

 母子家庭及び寡婦自立促進計画（以下「計画」という。）の運営期間は、５年間とする。た

だし、特別の事情がある場合には、この限りではない。 

  (2) 計画策定前の手続  

(1) 調査・問題点の把握 

 計画を策定するに当たっては、まず、次の事項について、活用可能な既存のデータ等を

基に評価・分析し、当該地域における母子家庭等及び寡婦の現状における問題点を把握す

る。  

ア 母子家庭等及び寡婦の数（離死別や未婚等の原因ごとの数） 

イ 母子家庭等における子どもの状況（人数、性別、年齢、就学状況等）
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ウ 平均年間所得（就業形態ごと就業種別ごとの率） 

エ 就業率（就業形態ごと、就業種別ごとに） 

オ 母子家庭等の養育費の取決め率、取得率及び平均額 

カ 母子家庭等及び寡婦の住居の状況 

キ 母子家庭等のうち、その児童が保育所への入所を待機している世帯数

ク 当該地域の公共的施設における母子家庭の雇用状況 

ケ その他当該地域の母子家庭等及び寡婦の自立促進にとって重要な数値 
(2) 基本目標 

 (1)の調査・問題点の把握に基づいて、計画の基本目標を明確にする。 

(3) 関係者等からの意見聴取 

 計画の策定に当たっては、当該地域の母子寡婦福祉団体、NPO、母子生活支援施設職員等

母子家庭等及び寡婦施策関係者からの意見を幅広く聴取するとともに、当該地域の住民の

意見も聴取する。  
  (3) 基本計画の評価と次期計画の策定  

(1) 評価 

 計画の運営期間の満了前に、計画に定めた施策について評価を行う。 

 この評価は、(2)(1)の調査項目について調査を実施するほか、関係者の意見を聴取する

こと等により実施する。 

(2) 施策評価結果の公表 

 (1)の評価により得られた結果は公表する。 

(3) 次の計画の策定 

 (1)の評価により得られた結果は、次の計画を策定するに際して参考にする。  
 ２．計画に盛り込むべき施策についての指針

  (1) 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項としては、１．(2)(1)で把

握した問題点を記載する。 

  (2) 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 

 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項と

しては、第２の１．を参考にしつつ、当該都道府県及び市等において今後実施する母子家庭等

及び寡婦施策の基本的な方向性を記載する。 

 さらに、第２の２．を参考にしつつ、当該都道府県及び市等が計画に基づいて実施する各施

策の基本目標を記載する。 

  (3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上

のために講ずべき具体的な措置に関する事項 

 (1)子育て支援、生活の場の整備、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策、

(5)その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消するために必要な施策として、次の

ものを記載する。  

(a) 厚生労働大臣が提示した施策メニュー 

 第２の３．(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県及び市等において実施する施策 

(b) 都道府県及び市等独自の施策メニュー 

 第２の３．(2)に記載されていない施策であって、都道府県及び市等が独自で実施する施

策  
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母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 
(平成十五年七月二十四日) 

(法律第百二十六号) 

母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法をここに公布する。 

(目的) 

第一条 この法律は、最近の経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となって

いることにかんがみ、支給開始後一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の支給

が制限される措置の導入に際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講じ、

もって母子家庭の福祉を図ることを目的とする。 

(母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実) 

第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下

「対象期間」という。)に係る母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一

条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)については、母

子家庭の母の就業に関する状況を踏まえ、その就業の支援に特別の配慮がなされたものと

しなければならない。 

２ 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母の就業の支援に

関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなけれ

ばならない。 

３ 母子及び寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画(以

下この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、対

象期間に係る自立促進計画については、基本方針に即し、母子家庭の母の就業の支援に特

別の配慮がなされたものとしなければならない。 

(国会に対する報告等) 

第三条 政府は、毎年、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関して

講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

２ 政府は、国会に対し、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関す

る施策の実施の状況を報告しなければならない。 

(母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮) 

第四条 政府は、対象期間に係る母子及び寡婦福祉法第十六条に規定する母子福祉資金貸付

金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、同条に

規定する政令を定めなければならない。 

(民間事業者に対する協力の要請) 

第五条 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求

めるように努めるものとする。 

(母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮) 

第六条 国は、母子家庭の母の就業の促進を図るため、母子及び寡婦福祉法第六条第六項に

規定する母子福祉団体その他母子家庭の母の福祉を増進することを主たる目的とする社会

福祉法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又

は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法

人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母であるものの受注の機

会の増大が図られるように配慮するものとする。この場合において、国の物品及び役務の

調達に当たっては、予算の適正な使用に留意するものとする。 

(地方公共団体の施策) 

第七条 地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の

促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。(平成一五年政令第三七三号で平成一五年八月一一日から施行) 

(この法律の失効) 

２ この法律は、平成二十年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、平成十九年度

における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況に係る第三条第二項の規定

による報告については、同項の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。 
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野田市児童福祉審議会条例 
 

  昭和 52 年 4 月 1 日 

野田市条例第 11 号 

 

(設置) 

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、野田市児

童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

(1) 児童の福祉に関すること。 

(2) 野田市エンゼルプランの策定及び見直しに関すること。 

2 前項に掲げるもののほか、審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に

意見を述べることができる。 

(1) 児童の福祉に関すること。 

(2) 野田市エンゼルプランの推進に関すること。 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 20 名をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 5 名 

(2) 児童委員 2 名 

(3) 児童福祉関係団体の代表者 8 名 

(4) 学識経験者 5 名 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に会長及び副会長 1 名を置き、委員の互選によって定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(任期) 

第 5 条 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第 6 条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

(その他) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(他の条例の改正) 

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和 26 年野田市条例第 16 号)の一

部を次のように改正する。 

第 1 条中第 34 号を第 35 号とし、第 33 号の次に次の 1 号を加える。 

(34) 野田市児童福祉審議会委員 

附 則(平成 12 年 3 月 31 日野田市条例第 11 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の野田市児童福祉審議会条例第 3 条第 2 項の規定により、平成 13 年 5 月 9 日まで

の間に委嘱された同項第 3 号及び第 4 号の委員の任期は、同日までとする。
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野田市児童福祉審議会委員名簿 
 

組 織 委  員  氏  名 備          考 

市議会議員 竹 内  美 穂 市議会議員 

市議会議員 江 村  祐 三 市議会議員 

市議会議員 越 智  邦 子 市議会議員 

市議会議員 小 倉  妙 子 市議会議員 

市議会議員 古 谷  髙 一 市議会議員 

児童委員 戸 邉  敦 子 民生委員児童委員 

児童委員 海 老 原 達 子 民生委員児童委員 

児童福祉関係の代表者 木 名 瀬 訓 光 野田市青少年相談員連絡協議会 

児童福祉関係の代表者 高 橋  初 香 野田市立保育所保護者会連合会 

児童福祉関係の代表者 清 水  佳 子 野田市立学童保育所保護者協議会 

児童福祉関係の代表者 宇 佐 見 節 子 野田市母子寡婦福祉会 

児童福祉関係の代表者 小 倉  弘 子 野田市子ども会育成連絡協議会 

児童福祉関係の代表者 荏 柄  綾 子 幼稚園類似施設 

児童福祉関係の代表者 竹 内 眞 由 美 野田市青少年問題協議会 

児童福祉関係の代表者 鈴 木  正 則 柏児童相談所 

学識経験者 藤 井   浩 野田市社会福祉協議会 

学識経験者 古 橋  和 夫 聖徳大学教授 

学識経験者 坂 牧  光 義 野田市校長会 

学識経験者 茂 木   泉 野田地区私立幼稚園協会 

学識経験者 岡 田  一 芳 野田市医師会 
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野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン庁内連絡会設置要領 

 
 
１． 設置 
 野田市ひとり親家庭支援総合対策プランの見直しを図るため、野田市ひとり親家庭支援総合対策プ

ラン庁内連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 
 
 
２． 所掌事務 
 連絡会は、次の事務を所掌する。 
（１）野田市ひとり親家庭支援総合対策プランの見直しに係る協議及び検討に関すること。 
（２）野田市ひとり親家庭支援総合対策プランの進行管理に関すること。 
（３）その他、母子家庭、寡婦及び父子家庭の自立を促進するために必要な事項に関すること。 
 
 
３． 組織 
 連絡会は、次に掲げる職にある者が指名する職員をもって組織する。 
人事課長、商工課長、建築指導課長、社会福祉課長、児童家庭課長、男女共同参画課長、学校教

育課長、住宅政策担当 
 
 
４． 会長及び副会長 
（１）連絡会に会長及び副会長各１人置き、会長は児童家庭課長がつとめ、副会長は会長が指名する

者をもって充てる。 
（２）会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。 
（３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 
 
５． 会議 
（１）連絡会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 
（２）会長は、必要があると認めるときは、会議員以外の者の出席を求め、意見を聞き又は資料の提

出を求めることができる。 
 
 
６． 事務局 
連絡会の事務局は、児童家庭課とする。 
 
 

７． その他 
（１）連絡会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。 
（２）この要領は、平成１７年７月２７日から施行する。 
 
 
 
 


